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Ⅰ 健康づくりの推進（第３次健康増進計画） 

１ 栄養・食生活（食を通じて健康な身体をつくる） 
 

主食・主菜・副菜を組み合わせてとろう！ 

忙しい日々の中、しっかりとした食事をとることはなかなか難しいですが、主食・主

菜・副菜にわけて考えることで、多様な食品をとることができ、必要な栄養素を補うこと

ができます。 

外⾷などする際も単品ものではなく、定⾷を選ぶと栄養バランスが良くなります。主

⾷・主菜・副菜を組み合わせて、適切な量の⾷事をバランスよくとりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日朝食を食べましょう！ 

朝⾷を⾷べることは⼦どもにとっても⼤⼈にとっても⼤切なこと

です。 

朝、時間が無いからと朝⾷を抜いて家を出ていませんか︖ 

朝食を食べないと、午前中、からだは動いても頭はボンヤリ、と

いうことになりがちです。脳のエネルギー源であるブドウ糖を朝食

でしっかり補給し、脳と体をしっかり目覚めさせましょう。 

  

主菜 副菜 

副菜 
主食 

ごはん、パン、めんなどの穀物を主な材料とした料理 

炭水化物を多く含む 
主 食 

魚、肉、たまご、大豆を主な材料とした料理 

たんぱく質を多く含む 
主 菜 

野菜、いも、海藻などを主な材料とした料理 

ビタミン、鉄、カルシウム、食物繊維などを多く含む 
副 菜 

計画書 P62 
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健康づくりの決め手は減塩習慣です！ 

塩分の過剰摂取は、高血圧を引き起こし、⼤切な⾎管を傷つけます。⼗⽇町市は⾼⾎圧

が原因である「脳⾎管疾患」による死亡率が⾼くなっています。 

以下の７項目をこころがけ、減塩に取り組みましょう︕ 
 

 

例） ラーメンの汁を半分残す 

 

例） みそ汁は１日１杯まで 

 

例） きゅうりの塩漬けを 1 回分 5 切れ減らす 

 

例） とんかつにかけるソースを半分に。代わりに
レモン汁をかける 

 

例） 刺身お寿司に使うしょうゆを半分に 

 

例） ねぎ・シソ・しょうが・唐辛子・わさび・からし
などを利用  

例） 鰹節・こんぶ・煮干しだしを利用 

 
※国では、１日の塩分の摂取を男性7.5ｇ未満・⼥性6.5ｇ未満
を目標としています。（厚⽣労働省「⽇本⼈の⾷事摂取基準
（2020年版）」に基づく） 

 

1 日 350g 以上野菜をとりましょう！ 

生活習慣病予防の観点から、1 ⽇に必要な野菜量は 350g 以上といわれています。野菜

には、ナトリウム（食塩）を排出して血圧を下げる効果のあるカリウムが多く含まれ、体

内の細胞・組織の酸化を抑制するビタミンも多く含んでいます。また、野菜に多く含まれ

る⾷物繊維には腸内環境を良好に保つだけでなく、コレステロールの吸収を抑える働きが

あります。 

1 回の⾷事にサラダや野菜が主材料の⼩鉢を 1皿以上食べることを目指しましょう。 

 

※図は農林⽔産省「⾷事バランスガイド」より引⽤ 

 

 

  

❶ 麺類は汁を残して「ごちそうさま」 ❷ 汁物は野菜たっぷり具だくさんに 

➌ 漬物は回数減らして浅漬けに ➍ 調味料かける前に味をみよう 

➎ しょうゆのつけ過ぎに注意 ➏ 香味野菜・香辛料を使ってみよう 

❼ うま味を活用しよう 

計画書 P62 
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２ 身体活動・運動 
 

身体活動指針「アクティブガイド」 

厚⽣労働省では、⾝体活動を増やし運動習慣を確⽴するための気付きの⼯夫や情報提供

ツールとしての要素を強調したツールとして、「アクティブガイド」を公表しています。 

 

 

※厚生労働省「アクティブガイド（健康づくりのための身体活動・座位行動指針）（案）」より一部抜粋 

 

※「＋１０（プラス・テン）」とは、１日あたり 10 分の身体活動を増やすこと。 

「ＢＫ30（ブレイク・サーティー）」とは、長時間の座位行動を出来る限り頻繁に（例えば、３０分ごと

に）中断（ブレイク）すること。 

 

厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 より 
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手軽にできる運動を紹介します。 

仕事や家事などの合間に⾏いましょう。 

⾃分の体⼒に合わせ、無理をしないよう、疲れたら休みましょう。 

◆椅子を活用した体操       ◆⽴ってできる体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆すこやかエコー体操 

すこやかエコー体操は、住⺠に親しみやすく、冬期間でも屋内で⼿軽に実施できる地域

独自の体操として考案された運動です。 
 

 
 

  

１ ２ ３ ４ 
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３ こころの健康 
 

早めにストレスサインに気づきましょう 

早めにストレスに気づいて、適切に休むことが、こころとからだの健康には⼤切です。 

こころの病気は誰にでも起こります。こころの不調やストレス症状が⻑く続いたり、⽇

常生活に支障が出ている場合は、早めに専門機関に相談することをお勧めします。 
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４ 飲酒・喫煙 
 

お酒はほどほどに。適量飲酒を心がけましょう！ 

アルコールの適量は、純アルコールに換算すると１日 20ｇ程度で、お酒の種類別では、

下記の図のとおりになります。１日に純アルコールを 60ｇ以上とることを多量飲酒とい

います。 

毎日アルコールを飲むと、肝機能の低下を招きかねない上、胃腸の粘膜に負担がかかり

ます。飲酒しない日「休肝日」を設けることで、肝臓や胃腸を休ませるだけではなく、エ

ネルギーのとりすぎ防止にもつながります。 

■「１日平均純アルコール 20ｇ」に換算されるお酒の量 

日本酒 

（１合 180ｍｌ） 

ビール 

（500ｍｌ） 

ウイスキー 

（60ｍｌ） 

ワイン 

（200ｍｌ） 

焼酎 

（100ｍｌ） 

     

※⼥性や⾼齢者は、この半分が目安です。 

 

飲酒が身体にもたらす影響を正しく理解しよう 

お酒に含まれるアルコールの大部分は、腸で吸収され、肝臓に送られて、大部分が二酸

化炭素と水に分解されます。 

アルコールを分解する働きを持つ「肝臓」は、お酒を飲み続けることで“脂肪”がたまっ

ていき、「アルコール性肝炎」や「肝硬変」になってしまうことがあります。そのほかに

も、口、のど、胃、腸といった消化器官、脳や心臓など、体中に悪影響が現れます。 

■お酒の飲み過ぎが原因となる身体の病気 

 

 

 

 

 

 

  

脳 
大脳萎縮、記憶障害、小脳障害、 

アルコール性認知症等 
食道 

食道炎、食道がん等 

心血管系 
高血圧、心筋症等 

胃 
胃炎、急性胃潰瘍、胃がん等 

小腸、大腸 
下痢、痔、大腸がん、小腸炎 

咽頭 
慢性咽頭炎、咽頭がん等 

肝臟 
脂肪肝、アルコール性肝炎、 

肝硬変等 

十二指腸 
十二指腸炎、十二指腸潰瘍等 

すい臓 
急性すい炎、慢性すい炎、 

糖尿病等 
足 

痛風、末梢神経炎等 

計画書 P76 
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たばこが身体にもたらす影響を正しく理解しよう 

たばこを吸う⼈（喫煙者）の死亡率は吸わない⼈（非喫煙者）より⾼くなっています。 

たばこが身体にもたらす影響は、肺がんに限らず、ほとんどの部位のがんの原因になる

ほか、脳卒中や虚⾎性⼼疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの呼吸

器疾患など、様々な病気の原因にもなります。 

また、最近、加熱式・電子たばこなど、煙が出ない新しいタイプのたばこなども普及し

ていますが、紙巻きたばこと同様に依存性があり、発がん性物質を含む有害物質を含んで

いることが指摘されています。 

 

■喫煙によるがんのリスク（男性） （がんになる、またはがんで死亡する危険性） 

 
参考︓公益社団法⼈ 日本医師会「あなたのため，そばにいる人のため 禁煙は愛」 

計画書 P77 
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５ 歯と口の健康 
 

8020 運動 

8020 運動とは、国や⽇本⻭科医師会が進めている「80 歳になっても⾃分の⻭を 20 本

以上保とう」（80 歳で 20 本＝8020）という運動です。 

⻭と⼝の健康は、⾷⽣活を豊かにし、張りのある毎⽇の⽣活をもたらすということだけ

にとどまらず、様々な疾病の防止や、からだ全体の健康の維持・向上に大きく影響してい

るといわれています。⻭と⼝の健康は、市⺠が健康で質の⾼い⽣活を営む上で基礎的かつ

重要な役割を果たしています。 

 

歯間部清掃用具を使う習慣を身につけよう！ 

⻭と⻭の間の⻭垢は、⻭ブラシのみだと約 6 割しかとることができません。 

⼀⽅、⻭間部清掃⽤具を併⽤すると約９割の⻭垢を取ることができます。 

デンタルフロスや糸ようじ、⻭間ブラシなどの⻭間部清掃⽤具を使⽤しましょう。 

  
資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 

計画書 P81 
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歯周病が身体に及ぼす影響 

⻭周病菌の感染により、⻭を⽀える⻭ぐき（⻭⾁）や⻭を⽀えている骨（⻭槽骨）が壊

され、⻭が骨から抜け落ちてしまう病気です。 

⻭みがきの習慣、飲⾷の習慣、喫煙などの⽣活習慣が関係しており、⽇本⼈の 40 歳以

上の約８割がこの病気にかかっています。 

進⾏するまで痛みや⾃覚症状が少ないので、⻭科医師によるチェックが必要です。 

 

 

資料︓新潟県「にいがた健⼝⽂化」啓発スライドデータをもとに作成 

計画書 P82 
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６ 生活習慣病の発症予防・重症化予防、高齢者の健康 
 

高齢者の健康生活習慣病のリスクを高める要因 

⾼⾎圧・⾼⾎糖・脂質異常・メタボリックシンドロームなどは、⾎管の⽼化（動脈硬化）

の原因になります。 

動脈硬化は加齢の他に⾼⾎圧・⾼⾎糖・脂質異常などの⽣活習慣病や、肥満・喫煙・過

度なアルコール摂取などが⼤きく影響します。不適切な⽣活習慣や⾷習慣を続けていると、

⾎管が年齢以上に⽼化してしまいます。また、危険因⼦が重なるほど、動脈硬化の危険度

も高くなります。 

年に 1回健康診査を受けて、⽣活習慣の⾒直しや適正受診をしましょう。 

 
  危険因子が重なると・・・ 

    

健康な血管 

【十日町市に多い疾患】 

脳血管疾患 

動脈硬化の危険度が高くなる 

コレステロールの蓄積 血栓（血の塊） 
【動脈硬化の進行】 

計画書 P88 
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がん検診を受診しましょう！ 

がんは、進⾏していない初期の段階で発⾒し、適切な治療を⾏うことで、非常に⾼い確

率で治癒します。早期発⾒、早期治療のためにがん検診を定期的に受けましょう。 

がん検診を受けて異常がない場合でも、その後にがんにならないことを保証するもので

はありません。何か⾃覚症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。 

ここでは、がん検診を受診した方の声を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病予防教室に参加しましょう！ 

十日町市では、講話・運動実技等を通じて、健康づくりについて学び、改善する「生活

習慣病予防教室」を開催しています。 

ここでは、生活習慣病予防教室に参加して生活改善につながった人の声を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

大腸がん検診の精密検査を受けた人の声 

 検査前に腸内をきれいにする下剤を飲むのは辛

かったですが、内視鏡検査の痛みはほとんどあ

りませんでした。大腸がんの自覚症状は全くあ

りませんでしたが、医師からは「数年前からが

んができていた」と言われました。検診で精密

検査が必要と診断されたら、絶対に受診するこ

とが必要だと思いました。（50 歳代女性） 

 精密検査で小さなポリープが見つかりました

が、切除しなくても大丈夫と言われて安心しま

した。短時間で病気の早期発見ができるので、

精密検査が必要な人は受診しましょう。（70 歳

代男性） 

 大腸がん検診を受けた方がよいと子どもに勧め

られ受診したところ、要精密検査になり、ポリ

ープが３個見つかり驚きました。自分は健康だ

から大丈夫と思っている人こそ、検診を受診し

たほうがよいと心から思いました。（50 歳代女

性） 

※市報とおかまち令和３年５月 10 日号より 

乳がん検診の経験者の声 

 「まさか自分が…」という事態は誰

にでも当てはまります。手遅れにな

ってから後悔しないために「もしか

したら」という気持ちを持って、自

分だけでなく家族や大切な人のため

にも検診を受けましょう。（40 歳代

女性） 

 親友が乳がんになり、検診を強く勧

められて受診したところ、私も乳が

んが見つかりました。受診するきっ

かけをくれた親友に感謝していま

す。どんな病気も早期発見・早期治

療が大切です。（50 歳代女性） 

 ２人に１人ががんになる時代。早期

発見であれば、体や心への負担も軽

度で済みます。大切な体を守るため

に、１人でも多くの人に検診を受け

て欲しいです。（60 歳代女性） 

※市報とおかまち令和４年５月10日号より 

教室参加者の声 

 「努力ではなく習慣を変える」という医師のお話が印象的だった。「早寝早起き」、

「空腹は脂肪が燃えているのでちょっと我慢し水を飲む」「夜食は食べない」を実践

している。（60 歳代女性） 

 医師の話の中で、「お菓子の栄養表示は原材料の多く含まれている順に記載されてい

る」ことや「菓子パンはエネルギーが非常に高い」ことがわかった。チョコレート、

せんべいを買う時には栄養表示を見て考えて買うようになった。（60 歳代女性） 

 食事は量やバランスを意識してとるようになった。気をつければやせる。やせると体

が軽くなり血液の数値がよくなった。元々食べることが大好きなため、食べ過ぎた時

は３日ぐらいで調節している。（60 歳代女性） 

 運動というとしなくてはと身構えてしまうが、家の中でできる筋肉運動を教えてもら

い、「食べたら動く」をモットーに、気楽にできるのがいい。（60 歳代女性） 

 食事は野菜を先に食べてからご飯を食べている。食べすぎを予防できる。また、毎日

時間を見つけて、家の周りを 40 分ぐらい歩くのが日課になった。（60 歳代女性） 

計画書 P89 

計画書 P89 
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Ⅱ 歯科保健の推進（第３次歯科保健計画） 

１ 妊婦（胎児） 
 

赤ちゃんの歯と口の健康づくりは妊娠初期から 

  始まっています 

乳⻭の⻭胚（⻭の芽）は胎⽣７週（妊娠 9 週）頃からつくられ

始め、胎生４か月（妊娠４か月半）頃には石灰化が始まって硬く

なっていきます。また、永久⻭の⻭胚も胎⽣４か月（妊娠４か月

半）頃からつくられ始めます。 

⻭の発育にはカルシウムだけではなく、いろいろな栄養素が必

要です。 

お⺟さん⾃⾝の健康と⾚ちゃんの健やかな発育のためにバラン

スのとれた⾷事を⼼がけましょう︕ 

 

妊娠中にも歯科健診を受けましょう！ 

妊娠中は⼝の中の環境が変化し、⻭周病やむし⻭が進⾏しや

すくなります。⻭周病やむし⻭が進⾏すると、おなかの中の⾚

ちゃんに影響することがあります。 

妊娠中に⻭科健診を受けて、⻭や⼝の健康チェックをしまし

ょう。妊婦⻭科健診は妊娠中期（5〜7 か月）に受診されるこ

とをお勧めします。 

 

 

むし歯の原因と進行について 

むし⻭の原因には「細菌

（ミュータンス菌）」「糖質」

「⻭の質」の 3 つの要素があ

ります。この 3 つの要素が重

なった時、時間の経過ととも

にむし⻭が発⽣します。 

丈夫な⻭を育てるためには、

タンパク質やカルシウムやリ

ン、ビタミンなどの栄養素が

必要です。 

バランスの良い⾷事を⼼が

けましょう。 

 

  

資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 

資料︓新潟県「にいがた健⼝⽂化」啓発スライドデータをもとに作成 

計画書 P95 

計画書 P93 

計画書 P93 
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２ 乳幼児 
 

上手にフッ化物を利用しましょう！ 

フッ化物は、自然界にあ

るものです。 

フッ化物には以下のよう

な効果があります。 

❶⻭の表⾯を酸に溶けにく

い、強い⻭に変えていき

ます。 

❷酸に溶かされて、むし⻭

になりかかった部分（脱

灰）を修復します。 

➌むし⻭菌が酸をつくり、

⻭を溶かそうとする働き

を弱めます。 

 

おやつに含まれる糖分に気をつけよう 

おやつの内容や与え⽅を⾒直す

ことも⼤切です。 

砂糖が多く含まれた食べ物を頻

回に摂取していると、むし⻭の原

因につながりやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 

資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 

計画書 P96 

計画書 P96 



 

14 

正しい歯ブラシを選びましょう 

⻭は未完成の状態で⽣え始め、時

間をかけて唾液中のカルシウムやリ

ンなどのミネラルを取り込み、⻭の

表面のエナメル質を硬くしていきま

す。また、乳⻭は永久⻭に⽐べ⻭の

表面のエナメル質が薄く弱いため、

むし⻭が進⾏しやすいのが特徴です。 

乳⻭が⽣え始めたら、⻭みがきの

練習を始めましょう。 

⻭ブラシは年齢に合わせた設計を

しています。 

上⼿に⻭をみがくには、道具選び

も⼤切です。 

永久⻭へと⽣えかわっている最中

の⼩学⽣の時期は、⻭並びに合わせ

てしっかり⻭ブラシの⽑先を当てら

れること、操作性が良いことが、⻭

垢を上⼿に落とせるポイントになり

ます乳⻭は⽣後 6 から 7 か月頃に下

の前⻭から⽣え始め、2 歳半から 3

歳ごろに生えそろうことが多いです。 

 

  
資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 
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３ 児童・生徒 
 

少なくとも小学校低学年までは仕上げみがきを 

⻭の⽣えかわりの時期は⻭並びが複雑なためみがきにくい時期です。 

また、⽣えたての⻭はむし⻭になりやすいため特に注意が必要です。 

子どもが一人で上手にみがけるようになるまでは大人が仕上げみがきをしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成人 
 

歯周病検診を受診しましょう！ 
 

⻭を失う 80%以上の原因は⻭周病やむし⻭によるものです。 

⾃分の⻭で、よく噛み、⾷事を味わって、おいしく⾷べるために⻭周病の早期発⾒が⼤

切です。 

⻭周病は、特に初期の段階では自覚症状がほとんどないため、⻭科健診を受けないと正

確な診断を⾏うことができません。 

早期発⾒・早期治療のために、早めに受診をしましょう。 

 

⻭周病検診の説明は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

  

資料︓新潟県「にいがた健口文化」啓発スライドデータをもとに作成 

●歯周病検診● 

●対象者 40・50・60・70 歳の市民 

●期 間 6 月～12 月 

●その他 対象者には、５月下旬に案内通知を送付します。 

市内歯科医院に直接予約して受診する個別受診で実施 

します。 

計画書 P98 

計画書 P101 
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オーラルフレイルとは 

⻭や⼝には「⾷べる」「話す」「表情をつくる」「呼吸をする」など様々な働きがありま

す。オーラルフレイルとは口の機能が衰えた状態のことです。 

健康な状態と要介護の間には、筋⼒や⼼⾝の活⼒が低下する「フレイル（虚弱）」の段

階があります。オーラルフレイルの症状は「フレイル（虚弱）」の初期に現れ、⽼化の初

期のサインとも言われています。 

 

資料︓新潟県「にいがた健⼝⽂化」啓発スライドデータをもとに作成 

 

５ 高齢者 
 

なるべく多くの歯を残すために 

⼝の中と全⾝の病気には深い関わりがある事がわかっています。近年では、残存⻭数が

少ないほど認知症になりやすい事がわかってきました。 

また、高齢者の死亡原因の上位に挙げられる誤嚥性肺炎は、口の汚れや嚥下機能の低下

が病状に大きく関連します。 

⼀⽅で、⻭を失った後でもしっかりと噛める⼊れ⻭を装着する、もしくはインプラント

治療でしっかり噛める状態が作れれば、その後の認知症リスクが減らすことができると⾔

われています。 

 

 

 

計画書 P101 

計画書 P103 
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口の体操 

オーラルフレイル（口の機能が衰えた状態）対策のためには、意識的に⼝を動かす「口

の体操」が効果的です。 

健康な口の状態を保てるよう、日頃から「口の体操」に取り組みましょう。 

 
資料︓新潟県「健康にいがた２１ 40 代から気づいてほしいオーラルフレイル」リーフレット 

  

計画書 P104 
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６ 障がい者・要介護者 
 

要介護者の歯と口のケアについて 
 

要介護者の⻭と⼝のケアでは 2 つの視点が必要です。１つは「口の中を清潔に保つため

に⾏うケア」です。もう１つは「口腔機能（話す、食べる、笑うなど）を維持するケア」

です。前者は「器質的口腔ケア」、後者は「機能的口腔ケア」と呼ばれ、どちらも⻭と口

の健康だけでなく、全身の健康維持につながります。 

■要介護高齢者の口腔ケアのポイント 

 

口腔内に問題がないか観察します。痛みがあると
ケアを避けようとするので、痛みの原因となる口
内炎・欠けた歯・歯肉の脹れ・義歯による傷など
の有無をチェックします。 
 

 

障がいの程度によってどの部分を介助すべきか
を考えます。自助具や工夫した清掃具を活用し、
できるだけ本人の残っている能力を活かすこと
が重要です。 

 

嚥下機能が低下している場合は、顔を横に向け、
枕などを使ってあごを引き、水分や汚れが気管
に入らないように注意します。 

 

加齢や薬の副作用などで唾液が減少すると、口
腔内が乾燥するようになります。乾燥した粘膜を
加湿し、口腔湿潤剤などを塗布して保湿を行うと
ともに、口腔機能訓練（舌体操・嚥下体操）やマッ
サ－ジ（唾液腺・口腔粘膜）など機能的口腔ケアを
行って唾液の分泌を促すことが大切です。 

 

7 全世代 
 

災害時の歯と口のケアについて 

災害から避難することができても、

避難所生活で⻭や⼝のケアが不⼗分

になると、むし⻭や⻭周病になりや

すくなるだけではなく、感染症のリ

スクも高くなってしまいます。 

特に肺炎になりやすい高齢者の方

は注意が必要です。 

災害が発生してからではなく、日

ごろから理解して備えておくことが

⼤切です。 

 

  

1. 口腔内をチェックする 2. 介助は最小限にとどめる 

3. 誤嚥に注意する 4. 口腔内の乾燥に注意する 

計画書 P107 

計画書 P108 

資料︓⽇本⻭科医師会ホームページ「災害に関する情報」ポスター（災害時のお⼝のケア／避難所掲⽰⽤） 
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Ⅲ 食育の推進（第４次食育推進計画） 

１ 食を通じて健康な身体をつくる 
 

食育ピクトグラムについて 

⾷育ピクトグラムとは、農林⽔産省が⾷育の取り組みを⼦どもから⼤⼈まで誰にでもわ

かりやすく発信するため、表現を単純化した絵文字であるピクトグラムを作成し、多くの

人に使用していただくことを目的として制作したものです。 

 

計画書 P110 
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２ 食を通じて豊かな心を育む 
 

食育で「こしょく」を防いで、 

  広げよう家族や地域の和(輪) 

核家族化が進んだ現在では、家族がバラバラに食事をすることが当たり前になり、以下

のような「こ食」や「欠食」がみられます。 

家族や友人、地域の人などみんなで一緒に食卓を囲んで食べることを「共食」と言いま

す。「共食」をすることで、子どもに食事のマナーや食文化を伝える機会につながり、高

齢期では食事の楽しさを味わい、生きがいを感じることにつながります。 

■4 つの「こしょく」と 1 つの欠食 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域の食文化を理解し継承する 
 

十日町・妻有の郷土料理 

十日町市には四季に合わせた様々な郷⼟料理があります。 

  

    
ウドのきんぴら ふきのとう味噌 ちまき 棒だらの煮つけ 

  

    
のっぺ（けんちん） 菊の花の酢の物 煮なます 煮菜 

 
  

  

  

あんぼ ぜんまい煮     

春 夏 

秋 冬 

通年 

1 孤食：ひとりで食べること 

2 個食：家族がそれぞれ自分の好きな物を食べること 

3 固食：自分の好きな決まった物しか食べないこと 

4 濃食：味の濃い物を好んで食べること 

5 欠食：食事を抜くこと 

計画書 P112 

計画書 P115 
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日本遺産「究極の雪国とおかまち -真説！豪雪地ものがたり-」 

⼗⽇町市は有数の豪雪地として知られています。この地に⼤量の雪が降るようになった

縄文時代中期以来、人々は雪と闘いながらもその恵みを活かして暮らし、現在まで住み継

いできました。この豪雪に育まれてきた歴史と文化が日本遺産として登録されています。 

 

●日本遺産とは？ 

我が国の文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るために認定された、 

地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーのこと 

 

十日町市では、「究極の雪国とおかまち -真説︕豪雪地ものがたり-」として、「着もの」

「食べもの」「建もの」「まつり」「美」の 5 つの視点のストーリーがまとめられています。 

 

豪雪地の食べものがたり 

豪雪地では、雪で大地がふさがれる期間が 4 月頃まで続く。そのため植物の芽吹きは遅くなり、

積雪期は土を耕す農業もできない。この長い冬を凌ぐため、人々は秋までに採れた食料を備蓄

し活用することにことのほか心を砕いた。山菜やキノコは塩に漬けたり干したりしておく。大根など

の野菜は、ワラで覆い雪の中で保存すると凍らず長持ちした。また、「雪穴」や「雪室」に大量の雪

を貯めておき、夏になるまで食料の冷蔵に利用した。 

十日町市を含む魚沼地域では雪国の風土や地形を生かした稲作が盛んで、全国でも屈指の

米どころである。傾斜地に展開する「棚田」の維持は豪雪によるところが大きい。また「へぎそば」

は、織物の糸の糊付けに使う海藻「布海苔」をつなぎとして加える。このことによりツルツルとした

独特の食感と抜群の風味が生まれ、当地の名物となっている。 

冬の代表的な保存食「ツケナ」（野沢菜漬）は、

春先に発酵が進んで酸味が増すと、塩抜きして煮

込み「ニーナ（煮菜）」に生まれ変わる。厳しい冬を

生き抜くため、人々の知恵が育んだ豪雪地の食文

化は、豊かな自然の恵みを活かした郷土料理とし

て今も受け継がれている。 
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４ 地産地消を促進し資源を循環する 
 

食品ロスに取り組もう！ 

⽇本では、まだ⾷べることができる⾷品が⽇常的に廃棄され、⼤量の⾷品ロスが発⽣し

ています。食品ロスの削減は SDGs に盛り込まれた国際的な課題であり、農業が盛んな十

日町市にとっても身近で重要な問題です。 

食品ロスの削減に向けて、家庭や外食での食べ残しをなるべく減らし、環境にやさしい

食生活の実践を心がけましょう。 
 

 
※資料︓新潟県「リーフレット︓減らそう︕⾷品ロス」 

 

５ 食についての情報を発信し交流を深める 
 

食育ガイド 

「食育ガイド」は、乳幼児から高齢者に至るま

で、ライフステージのつながりを⼤切にし、⽣涯

にわたりそれぞれの世代に応じた具体的な食育の

取り組みを実践していただくために、国（農林⽔

産省で公表している）が作成しました。 

最初の一歩として、できることから始めるため

のガイドです。 

ガイドは⼩学校⾼学年以上の多くの⼈が使える

ように、表現はわかりやすくするとともに、自分

の世代だけでなく周囲の方の世代のことも知り、

異世代とも共有できるものになっています。 

  
詳細はこちらから 

農林水産省「食育ガイド」 

計画書 P120 

計画書 P120 
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災害時に備えた食品ストックを 

近年、台風や豪⾬等による⼤規模災害が発⽣しており、災害時の⾷の備えの重要性が増

しています。 

大規模な地震等の発生直後における被害や混乱を最小限にとどめるため、日頃から、最

低でも 3日分、出来れば 1週間分程度の家庭での⾷料品の備蓄に取り組みましょう。 

また、乳幼児や⾼齢者、⾷物アレルギーを有する⽅など、年齢や病気、体調に合わせ、

必要な食品を多めにストックしておきましょう。 

また、保存⾷を備蓄しておくことも、⼤切なことですが、⽇常の中に⾷料備蓄を取り込むと

いう考え方もあります。普段から少し多めに食材、加工品を買っておき、使ったら使った分だ

け新しく買い⾜していくことで、常に⼀定量の⾷料を家に備蓄しておく⽅法をローリングスト

ックと⾔います。⾷料等を⼀定量に保ちながら、消費と購⼊を繰り返すことで、備蓄品の鮮度

を保ち、いざという時にも日常生活に近い食生活を送ることがで

計画書 P123 



 

 

 


